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◆求人管理簿 記載要領
求人者が個人の場合は氏名を、法人の場合は名称を記載。
求人者が複数の事業所を有するときは求人の申込み及び採用選考の主体となっている事業所の
名称を記載。

① 求人者の氏名又は名称

求人者の所在地を記載。② 求人者の所在地

求人者において、求人及び採用選考に関し、必要な連絡を行う際の担当者の氏名及び連絡先電
話番号等を記載。

③ 求人に係る連絡先

求人を受け付けた年月日を記載。なお、同一の求人者から複数の求人を同一の日に受け付ける
場合で受付が同時ではない場合は、その旨を記載。

④ 求人受付年月日

求人の取扱いについて、有効期間がある場合は当該有効期間を記載し、有効期間が終了した都
度その旨記載。なお、有効期間については事前に求人者に説明すること。

⑤ 求人の有効期間

当該求人の募集する労働者の人数を記載。⑥ 求人数

当該求人により雇い入れられた労働者が従事する業務の職種を記載。⑦ 求人に係る職種

当該求人により雇入れられた労働者が業務に従事する場所を記載。⑧ 求人に係る就業場所

当該求人により雇入れられた労働者の雇用期間を記載。⑨ 求人に係る雇用期間

当該求人により雇入れられた労働者の賃金を記載。また、求人管理簿上に記載された賃金が、
求人によって支払単位が異なるときには、時給、日給、月給等が判別できるように記載。
なお、雇用する労働者の能力等によって、賃金額が異なる場合については、下限額及び上限額
を記載することでも差し支えない。賃金額が都道府県ごとに設定されている最低賃金額を満た
しているか留意すること。

⑩ 求人に係る賃金

当該求人に求職者をあっせんした場合、職業紹介を行った時期、求職者の氏名、採用・不採用
の顛末等を記載し、採用された場合は採用年月日も記載。また、無期雇用就職であった場合は
その旨も記載。さらに無期雇用就職者については、転職勧奨禁止期間（採用年月日から２年
間）及び離職状況（以下(a)(b)のいずれか）について記載。
(a)就職から６か月以内に離職(解雇を除く) したか否か・確認日・調査方法等
(b)就職から６か月以内に離職(解雇を除く) により返戻金制度に基づき返金が行われたか否か

⑪ 職業紹介の取扱状況

【法定管理簿の保存期間】 ●求人求職管理簿 … 求人又は求職の有効期間の終了後、２年間
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備考

⑪求職者を斡旋した場合

⑩
賃金

⑨
雇用
期間

⑧
就業場所

⑦
職種

⑥
求人
数

⑤
有効
期間

④
受付
年月日

①求人事業所
名称

求人受理
整理番号

No.

採用年月日

採用・
不採用

求職者
氏名

紹介
年月日

②所在地
転職勧奨禁止期間

期間の定めの有無
③連絡担当者
連絡先TEL 6か月以内の

離職の有無

充足による
求人取消
R6.6.25

R6.7.1

採用
・

不採用
福島花子R6.6.15

時給
・
日給
・
月給

(250,000円
～

300,000円)

期間の
定め
なし

福島市花
園町５－
４６花園
ビル３F

CADオペ
レーター２人R6.6.1～

R6.8.31R6.6.1

（株）福島労働
システムズ

2024515

R8.6.30

無

R7.3.31退職 TEL確認

R
福島市花園町５－４
６花園ビル３F

総務課 佐藤
024-529-XXXX

R

採用
・

不採用
R

時給・日給
月給

( 円～ 円)
人

R
～
R

R
R

【求人管理簿】 記載例① 求人管理簿 (長期常用型)

①求人事業所名称 （株）スーパー需要 勿来店 ②所在地 いわき市東田町１－２－３ ③連絡担当者 加藤 健二郎 TEL:0246-XXX-XXXX
代表者氏名 加藤 太郎

備考
⑪求職者を斡旋した場合⑩

賃金
⑨

雇用期間
⑧

就業場所
⑦
職種

⑥
求人数

⑤
有効期間

④
受付年月日 採用年月日採用/不採用求職者氏名紹介年月日

充足による
求人取消
R6.5.17

R6.5.18採用平 知子R6.5.15

時給・日給・月給

(950円 ～1,050
円)

R6.5.18
～R6.5.20

いわき市東田町1-
2-3マネキン1人R6.4.25～

R6.5.17R6.4.25

RR

RR

RR

RR

RR

時給・日給・月給

( 円 ～ 円)

R
～
R

人
R
～
R

R

RR

RR

RR

RR

【求人管理簿】 記載例② 求人管理簿 (短期日雇型)

無期雇用就職者に該当する場合には以下の
(a)または(b)のいずれかを記載する

(a)調査により確認
・6か月以内に離職したか
□離職 □離職せず □不明
・調査日 ●年●月●日
・調査方法（TEL・書面・メール等）

(b)返戻金制度に基づく返金で確認
・６か月以内の離職による返金
□あり □なし
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◆求職管理簿 記載要領

求職者の氏名を記載。① 求職者の氏名

求職者の住所を記載。② 求職者の住所

求職者の生年月日を記載。③ 求職者の生年月日

求職者の希望する職種を記載。求職者の希望職種によっては、受付手数
料を徴収することも可能であるため、確認必要。

④ 求職者の希望職種

求職を受け付けた年月日を記載。⑤ 求職受付年月日

求職の取扱いで有効期間がある場合は、当該有効期間を記載し、有効期
間が終了した都度、その旨記載する。なお、有効期間については、事前
に求職者に説明 しておくこと。

⑥ 求職の有効期間

当該求職者に求人をあっせんした場合は、職業紹介を行った日、求人者の氏
名又は名称（当該求人者からの求人が複数ある場合は、求人が特定できるよ
うにする。）、採用・不採用の顛末を記載し、採用された場合は採用年月日
も記載。また、無期雇用就職であった場合はその旨も記載。さらに無期雇用
就職者については、転職勧奨禁止期間（採用年月日から２年間）及び離職状
況（以下(a)(b)のいずれか）について記載。
(a)就職から６か月以内に離職(解雇を除く) したか否か・確認日・調査方法等
(b)就職から６か月以内に離職(解雇を除く) により返戻金制度に基づき返金が
行われたか否

⑦ 職業紹介の取扱状況

【法定管理簿の保存期間】●求人求職管理簿 … 求人又は求職の有効期間の終了後、２年間
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職業紹介事業 法改正、参考資料及び参考様式等

WEBサイト「福島労働局 職業紹介事業」で検索

・職業紹介事業運営にかかる様式（福島労働局作成）

・職業紹介事業業務運営要領（R7.4.1）

・職業紹介事業パンフレットー許可・更新等手続マニュアルー

WEBサイト「厚生労働省 職業紹介事業について」で検索（福島労働局サイトと重複あります。）

・職業紹介事業を行う際の主なポイント（職業紹介事業者様向けパンフレット）

・職業紹介事業者を利用する際の主なポイント（求人者者様向けパンフレット）

・職業紹介事業者を利用するときに知っておきたいこと（求職者様向けパンフレット）

・パンフレット 職業紹介事業の運営ルールが変わります（令和4年10月1日）

・パンフレット 求職者への労働条件明示のルールなどが変わります！（令和6年4月）

・パンフレット 紹介手数料率の実績の公開と違約金規約の明示が必要になります（令和7年4月）

・パンフレット 労働者に金銭やギフト券等を提供することは原則禁止になります（令和7年4月）



＊ 本日のセミナーはこれで終了です ＊
ご静聴ありがとうございました。

ご質問等は後日当室までお問合せください。

福島労働局 需給調整事業室
TEL 024-529-5746

アンケート回答にご協力願います


